
　国東では古くから神と仏が融合した（神仏習合）という考え方が信じられてきました。その
影響を受け、国東には多種多様な祭りや民俗芸能が受け継がれています。
　皆さんは国東の祭り・民俗芸能をどのくらい知っていますか？

弥生アラカルト参加者募集中！
詳しくは「弥生のムラ アラカルト」
で検索

Aさんは、友人のBさんから「仲間分けクイズ」を出されました。
国東のお祭りを、ある法則に従って仲間分けするのですが、どうもうまくいきません。
【吉弘楽　川舟祭　御田植祭　修正鬼会　善神王祭】
これらの祭りを三つに分けるとき、どう分ければ良いのでしょうか？

くにさき学クイズ

国東の祭り・民俗芸能～民俗・祭り編～～民俗・祭り編～

≪選択肢≫
　 【吉弘楽・川舟祭・御田植祭】【修正鬼会】【善神王祭】
　 【吉弘楽・修正鬼会】【御田植祭】【川舟祭・善神王祭】
　 【修正鬼会・御田植祭】【吉弘楽・善神王】【川舟祭】
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問 文化財課　文化財係　　
72-2677

ヒントはコチラ
答えは次号で発表します。お楽しみに！

前回の答え…ウ（ムゲネエはかわいそうの意味）でした！皆さん当たりましたか？

大分県行政書士会杵築支部
　 0977-75-8443

大分県行政書士会事務局
　 097-537-7089

大分地方・家庭裁判所杵築支部
　 0978-62-2052

東部保健所　国東保健部
　 72-1127

福祉課　福祉・障がい者支援係
　 72-5164

国東市社会福祉協議会
　 0978-68-0294

国東市消費生活センター
（観光・地域産業創造課内）
　72-5168
※窓口でも随時相談をお受けしています。

国東地域ふるさとハローワーク
　 72-0952

行政相談
行政相談員が、行政などへの苦情や意見、
要望などの相談を受けます。

行政書士会無料相談 ※要予約・１組30分以内
遺言・相続、在留資格、法人設立、各種許
可申請など、お気軽にご相談ください。

民事・家事手続き案内 ※前週金曜までに要予約
裁判所の利用や申し立て手続きなどにつ
いて説明・案内します。

こころの相談 ※3日前までに要予約
こころの悩みなど、つらい気持ちを伝え
てください。

障がい者福祉相談
障がい者のための総合相談窓口です。
ご家族からの相談も可能です。

消費生活出張相談 ※要予約
消費生活に関するトラブルについて、助
言や情報提供を行います。

生活困窮者自立支援事業の相談窓口
家計・仕事・生活についてのお困りごとを
一緒に考える相談窓口です。

職業相談ふるさとハローワーク
求人情報の検索や専門員による相談など
をご利用できます。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

休日当番医 午前８時30分～午後５時

※国東市民病院（　67-1211）、あおぞら病院（　72-0455）は救急病院です。

７/５

７/12

７/19

７/20

末綱クリニック

むさし整形外科医院

牛嶋内科クリニック

福永胃腸科外科医院

国東町田深

武蔵町古市

武蔵町古市

国東町鶴川

72-0433

69-0171

69-0889

72-3001

７/26

８/２

８/９

あさひクリニック

富来K.クリニック

メープル尽クリニック

国東町綱井

国東町富来浦

安岐町下原

72-0365

73-3010

67-2800

※受診する前に必ず休日当番医へ電話をしてください。

無料の相談窓口をご案内します相 談 CONSULTATION

7/8㈬
午前10時～正午

7/8㈬
午前9時30分～午後3時30分

みんなんかん
安岐総合支所

8/19㈬
午前10時～正午

アストくにさき
武蔵中央公民館

7/16㈭
午後1時～3時

8/4㈫
午後1時30分～3時

みんなんかん

みんなんかん

7/13㈪
午前10時～正午 武蔵総合支所

国東市商工会
　 72-2000

大分県よろず支援拠点 ※要予約
専門家が販路開拓や資金繰りなど、幅広
い経営相談に応じます。

7/22㈬
午前10時～午後4時 国東市役所

平日
午前9時30分～午後5時

国東地域
ふるさとハロー
ワーク

平日
午前8時30分～午後5時

国東市社会福祉
協議会

7/15㈬
午後1時30分～4時30分

ホルトホール大分
（大分市）

アストくにさき

7/9㈭
正午～午後1時

8/13㈭
正午～午後1時

東部保健所
国東保健部

相談内容 日時 場所 問い合わせ

市ホームページはこちら

大分行政監視行政相談センター
　 097-532-3715
インターネットによる相談も
利用できます。 　7月に入り、これから本格的な台風シーズンが到来

します。近年、全国各地で自然災害が頻発化・激甚化
しており、国東市においても令和6年の台風10号では、
大雨により複数の河川が氾濫し、道路や河川、農地な
どに大きな被害が発生しました。
　大規模災害に対し、一つの自治体での対応には限界
があります。そこで九州市長会では、昨年10月、南
海トラフ地震発災後の広域的な支援体制として、自治
体同士が連携して、職員の派遣、物資の提供、避難所
の運営支援などを行う仕組みを構築しました。国東市
を支援してくれるのは、佐賀県小城市、鳥栖市、伊万
里市です。先遣市である小城市には昨年11月に来訪
いただき、市内の地形などを視察した後、避難計画な
どについて意見交換しました。この制度は、支援市で
ある3市が、発災直後から順番に、避難所の運営や被
災地の情報収集など被災自治体を支えてくれる心強い
仕組みとなっています。今後は、国東市を支援してく
れる大規模市の鳥栖市や協定等市の伊万里市とも意見
交換を実施し、連携を深めてまいります。
　また、昨年9月には、B&G財団の「防災拠点の設置
及び災害時相互支援体制構築事業」に選定され、油圧

ショベルやダンプなどの機材配備や防災倉庫の整備、
そして機材の操作を担う人材育成研修を支援していた
だいています。これにより、災害発生時に迅速な復旧
活動が行える仕組みが整い、地域の防災力の強化を図
ることができました。本事業には、自治体間で相互応
援をする目的があり、今年5月にはB&G財団と九州北
部の27市町による災害時相互応援協定の締結式が行
われました。この中で、災害時には各自治体が所有す
る資機材や海洋センターなどを提供するなど、被災地
を支援し合う体制を確認しました。
　このように、国東市では、自治体間同士の二つの大
きな相互支援の枠組みが整いました。これからも、市
民の皆さまの安全・安心をより強固にしていくために、
関係自治体との連携を強化し、防災・減災に向けて万
全の備えを整えてまいります。

自治体間の災害時相互支援協定を締結
国東市長　　松井　督治

市報くにさき市報くにさき20 212026.72026.7


